
宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部  

 

 

 

令和２年１１月１２日  

  
 

 

暴風雪時等における車両移動訓練を実施します！ 

～緊急通行車両の通行ルートを迅速に確保します～ 

 
 

 

 

記 

１ 日   時  令和２年１１月２５日(水)  １４：００～１５：００ 

 

２ 実 施 場 所  稚内開発建設部 浜頓別道路事務所 

 枝幸郡
え さ しぐ ん

浜頓別町
はまとんべつちょう

緑ヶ丘
みどりがおか

６丁目
６ ち ょう め

１番地
１ ば ん ち

（※別紙２参照） 

 

３ 内   容  暴風雪時等の災害を想定した、災害対策基本法に基づく放置車両の移動訓練及び 

消防署・警察署との連携した訓練（車両に閉じ込められた乗員の救出等） 

 

４ 訓 練 参 加 者  稚内開発建設部、道路維持除雪工事請負者、南宗谷消防組合浜頓別支署及び旭川 

方面枝幸警察署 

 

５ そ の 他  ・ 荒天等により中止又は延期する場合は当部から連絡しますので、取材を希望

される場合は１１月２４日（火）１５時までに広報官へ御連絡ください。 

・ 訓練の内容に関することは、下記の問い合わせ先に御連絡ください。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、取材の際はマスクの着用をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 

    道路防災推進官      菊地
き く ち

 和彦
かずひこ

 電話 0162-33-1137 (内線 2358)  

浜頓別道路事務所工務課長 対馬
つ し ま

 一成
かずなり

 電話 01634-2-2173（内線  203） 

稚内開発建設部ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/ 

稚内開発建設部公式 Twitter アカウント https://twitter.com/mlit_hkd_wk    

        

 

稚内開発建設部では、平成２６年１１月の災害対策基本法の改正（別紙１参照）により大規模 

災害時における緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策の強化 

が図られることになったことを踏まえ、大規模地震や暴風雪時等の迅速な放置車両の移動を目的

とする車両移動訓練を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

稚 内 開 発 建 設部 

 



-

kikuchi-k22ac
テキスト ボックス
別紙１



枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１番地
えさしぐんはまとんべつちょうみどりがおか６ちょうめ１ばんち

別紙２

浜頓別道路事務所 位置図

【開催場所】 住所：

至 稚内

【会場詳細図】

至 音威子府

浜頓別道路事務所


